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介護施設・事業所におけるマイナンバーカード等の管理について（依頼）

日頃から、本市の介護保険及び高齢者福祉行政にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、施設入所者のマイナンバーカードまたは資格確認書（以下、「マイナンバーカード等」とい
う。）の管理につきましては、入所者ご本人の認知機能の状況や健康状態、ご家族の意向など、個々
の状況やご希望に応じて柔軟かつ適切な対応が求められております。本人がマイナンバーカード等
を適切に管理できる場合は、ご本人の意思を尊重し、紛失や盗難に十分注意しながら管理していた
だくことが基本となります。
一方で、認知症の進行や身体的な制約により、ご本人での管理が難しい場合には、ご家族の協力
を得て管理していただくことや、入所契約や預かり証等に基づき介護施設・事業所側でマイナンバ
ーカード等を預かり、厳重に管理することも可能です。こうした管理方法は、入所者の個人情報保
護および安全確保の観点からも重要であり、入所者の安心・安全な生活を支えるための一環として
御理解と御協力をお願いいたします。
また、マイナンバーカード等は個人情報の中でも特に重要なものであるため、介護施設・事業所
としても管理体制の整備や職員への周知徹底を図り、適切な管理方法を確立していただくことが必
要です。
今後も、入所者の権利を尊重しつつ、安心してサービスをご利用いただける環境づくりにご尽力
くださいますようお願い申し上げます。

記

1. マイナンバーカード等の管理について
施設入所者ご本人がマイナンバーカード等を管理することが基本です。紛失等に十分注意いただ
き、本人の同意のもとで家族が管理することも可能です。
ご本人の同意および入所契約や預かり証等の合意に基づき、介護施設・事業所側でマイナンバー
カード等を管理することも認められています。

〔参考資料〕福祉施設・支援団体の方向け マイナンバーカード取得・管理マニュアルVor.2
（２０２３年１２月）Ｐ．２８参照



2. 介護施設・事業所側で管理する場合の留意点（参考）
（１）紛失防止のため、鍵付きのロッカーや専用保管場所にて厳重に保管してください。

（２）管理の記録を必ず作成し、マイナンバーカード等の受け渡しや保管状況を明確にしてくださ
い。

〔マイナンバーカード等管理記録表（例）〕

（３）管理を担当する職員の範囲を限定し、責任の所在を明確にしてください。

入所者名 ▲▲ ▲▲
受け渡し 返却先

保管者 備 考
日時 受渡者 日時 返却者

R7.7.1

10:00

（職員）

●●

R7.7.1

12:00

（職員）

●●

（管理者）

■■
〇〇病院、受診

R7.7.7

9:00

（長男）

◆◆

R7.7.8

12:00

（長男）

◆◆

（管理者）

■■
△△病院、受診

文書取扱

日向市 高齢者あんしん課

介護認定係（担当）稲田 智代美


